
  

 

■地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てる社会保障施策に要する経費 

（令和 4 年度予算ベース） 

 

 令和元年 10 月から、消費税及び地方消費税の税率が 8％から 10％に引上げられたことに

伴い、地方消費税の税率は 1.7％から 2.2％となった。 

 消費税率引上げの主旨は、今後増加が見込まれる「社会保障経費」の財源確保にあり、引

上げ分の地方消費税収については、子育てや医療・介護など地域における社会保障のため

に充当するものとされている。 

 

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 6,873 百万円（＋640 百万円） 

【歳出】 社会保障施策に要する経費 95,238 百万円（＋3,324 百万円） 

うち一般財源 44,881 百万円（＋838 百万円） 

 

 

  

（単位：百万円）

国・県支出金 市債 その他

社会福祉事業 74,859 41,793 569 2,069 30,428

地域福祉 6,877 503 54 98 6,222

自立支援など障害者福祉 16,288 10,176 698 5,414

養護老人ﾎｰﾑなど高齢者福祉 3,596 1,185 403 334 1,674

うち、介護職員の処遇改善 41 8 33

保育所、医療助成など児童福祉 32,657 18,850 112 939 12,756

うち幼児教育・保育の無償化 724 132 △ 1,051 1,643

うち待機児童の解消 864 412 39 413

生活保護 15,441 11,079 4,362

保険事業（特別会計繰出金） 14,165 3,996 10,169

国民健康保険繰出金 5,175 2,386 2,789

介護保険繰出金 7,146 530 6,616

うち、介護保険料軽減 694 521 173

後期高齢者医療事業繰出金 1,844 1,080 764

保健衛生事業 6,214 531 832 567 4,284

救急医療など医療提供体制確保 2,780 56 832 514 1,378

予防接種・健診など疾病予防対策 3,434 475 53 2,906

95,238 46,320 1,401 2,636 44,881

※幼児教育・保育の無償化による利用者負担金の減

合計

事　　業　　名 予算
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※


